
個人情報取扱事務登録簿の登録事項一覧 観光文化スポーツ部

基本的

事項

家庭生

活

社会生

活

経済活

動
要配慮

個人情報

1 観光課 下呂市観光大使事務 下呂市観光大使の活動に係る事務のため。 下呂市観光大使 ■ □ □ □ □

2 観光課
下呂市観光計画実行委員会

運営事務
本委員会の開催運営のため。

下呂市観光計画実行委員

会委員
■ □ □ □ □

3 観光課
下呂温泉まつり実行委員会

運営事務
本委員会の運営および下呂温泉まつりの実施のため。

下呂温泉まつり実行委員

会役員
■ □ □ □ □

4 観光課
下呂市生産文化圏農泊推進

協議会事務
本協議会の開催運営のため。

協議会構成員及びセミ

ナー等申込者
■ □ ■ □ □

5 観光課
下呂市農泊DX推進協議会

事務
本協議会の開催運営のため。

協議会構成員及びセミ

ナー等申込者
■ □ ■ □ □

6 観光課
下呂温泉花火ミュージカル

冬公演実行委員会運営業務

本委員会の運営および下呂温泉花火ミュージカル冬公演及び冬の花

火物語実施のため。

下呂温泉花火ミュージカ

ル冬公演実行委員会役員

及び協賛金申込者

■ □ ■ □ □

7 観光課 観光パンフレット発送業務 お客様からの申請により観光パンフレットを送付するため。 申請者 ■ □ □ □ □

8
スポーツ公

園課

市スポーツイベントの実施

に関する事務
市スポーツイベントの運営のため。 イベント参加者 ■ □ □ □ □

記録項目（※２）

№ 登録課名 取扱事務の名称 取扱事務の目的
個人情報を収集する

対象者の範囲

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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9
スポーツ公

園課
スポーツ推進事務

スポーツ推進のため、下呂市スポーツ推進委員、下呂市スポーツ推

進審議会による円滑な職務遂行のため。

下呂市スポーツ推進委

員・下呂市スポーツ推進

審議会委員

■ □ □ □ □

10
スポーツ公

園課

スポーツ大会等出場者激励

金交付事務

世界規模及び全国規模のスポーツ大会に出場する選手に対し激励金

を交付し、もって市民の体育、スポーツ振興を図るため。
激励金交付申請者 ■ □ □ □ □

11
スポーツ公

園課
下呂交流会館貸館事務

下呂交流会館使用者からの申請受付及び使用者への使用許可書の発

行等のため。
使用申請者 ■ □ □ □ □

12
スポーツ公

園課

市内学校開放施設（屋内及

び屋外運動場）の使用受付

に関する事務

市内学校開放使用受付の円滑な事務執行のため。 施設使用申込者 ■ □ ■ □ □

13
スポーツ公

園課

スポーツ少年団に関する事

務
スポーツ少年団の事務局運営のため スポーツ少年団登録者 ■ □ ■ □ □

14
スポーツ公

園課

準スポーツ少年団に関する

事務
準スポーツ少年団登録や管理のため 準スポーツ少年団登録者 ■ □ ■ □ □

15
スポーツ公

園課

FC岐阜関連事業に関する事

務
FC岐阜が実施するイベントの運営のため イベント参加者 ■ □ ■ □ □

16
スポーツ公

園課

体力測定の実施に関する事

務
体力測定の実施のため 体力測定参加者 ■ □ ■ □ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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17
スポーツ公

園課

飛騨御嶽高地トレーニング

エリア宿泊費補助に関する

事務

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの利用を促進し、エリアの魅

力を市民に周知するとともに、市内からトップアスリートの輩出を

目指すため。

下呂市内の小中学校、高等学校及び特別支

援学校に在学する児童及び生徒

下呂市内を活動拠点とする青少年スポーツ

団体に加入する児童及び生徒

前項に規定する者のほか、監督等の指導的

立場の者及び団体を引率する者

■ □ ■ □ □

18
スポーツ公

園課

御嶽パノラマグラウンドの

使用受付に関する事務
御嶽パノラマグラウンドの円滑な事務執行のため 施設使用申込者 ■ □ ■ □ □

19
スポーツ公

園課

社会体育施設（体育館・グ

ラウンド）の使用受付に関

する事務

社会体育施設受付の円滑な事務執行のため。 施設使用申込者 ■ □ ■ □ □

20
スポーツ公

園課

都市公園の使用・占用行為

に伴う使用料等の減免事務

有料の公園施設の使用料及び都市公園の占用行為に伴う使用料の減

免申請審査業務のため。
減免申請者 ■ □ ■ □ □

21
スポーツ公

園課

都市公園の使用・占用行為

に伴う使用料等の徴収業務

有料の公園施設の使用料及び都市公園の占用行為に伴う使用料等の

徴収のため。

有料の公園施設使用者、許可

を受け占用した者、許可を受

け行為を行った者

■ □ ■ □ □

22
スポーツ公

園課
都市公園占用許可事務 都市公園の健全で適正な使用を図るため。 占用申請者 ■ □ ■ □ □

23
スポーツ公

園課
都市公園行為許可事務 都市公園における目的外使用行為の許可審査のため。 行為許可申請者 ■ □ ■ □ □

24 文化振興課 文化財保護事務
文化財台帳の管理、修理及び現状変更等の実施管理、補助事業事務

のため。

文化財所有者、文化財管

理者
■ □ □ ■ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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25 文化振興課 文化財保護審議会等事務 文化財保護審議会の運営、指定文化財巡視の実施のため。

下呂市文化財審議会委

員、下呂市文化財保護巡

視員

■ □ □ □ □

26 文化振興課 埋蔵文化財保護事務 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事前の保護措置のため。
届出者、土地所有者、同

意者、不同意者
■ □ □ □ □

27 文化振興課
文化財調査・問い合わせ事

務
未指定の文化財調査・問い合わせのため。 照会者 ■ □ □ □ □

28 文化振興課 博物館等許可事務
資料特別閲覧申込書及び許可書、資料館外貸出申請書及び許可書発

行のため。
申請者 ■ □ □ □ □

29 文化振興課 博物館等土地賃貸借事務 土地賃貸借契約のため。 契約者 ■ □ □ □ □

30 文化振興課
文化財等資料収集・整理事

務
古文書目録作成、博物館収蔵品目録作成のため。

文化財資料等の寄贈・寄

託・所有者
■ □ □ □ □

31 文化振興課
文化財講座・イベントに関

する事務
文化財講座・イベント運営のため。 講座・イベント参加者 ■ □ □ □ □

32 文化振興課

文化財・博物館にかかわる

有期雇用職員等の雇用・労

務管理事務

文化財等資料整理・調査、博物館運営業務を行う会計年度任用職員

や有償ボランティアの雇用・労務管理のため。

文化財等資料整理・調査、博物

館運営業務に携わる会計年度任

用職員・有償ボランティア
■ □ □ □ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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33 文化振興課 文化振興功労者等表彰事務 文化振興功労者等表彰者推薦のため。 下呂市民 ■ □ ■ □ □

34 文化振興課
下呂市文化協会連絡協議会

事務局事務
下呂市文化協会連絡協議会事務局運営のため。

下呂市文化協会連絡協議

会役員
■ □ □ □ □

35 観光施設課 商品発送事務
お客様が購入された商品や体験施設で作成した商品の発送をするた

め。
購入者 ■ □ □ □ □

36 □ □ □ □ □

37 □ □ □ □ □

38 □ □ □ □ □

39 □ □ □ □ □

40 □ □ □ □ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。


